
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則の一部を改正する

省令の施行に伴う特定原産地証明書発給システムの仕様変更について 

 

平成２８年６月３日 

平成２８年６月６日追記 

日本商工会議所 国際部 

 

平成２８年６月７日、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施

行規則の一部を改正する省令（経済産業省令第六六号）が施行されることに伴い、下記の

とおり特定原産地証明書発給システムの仕様変更を実施いたします。 

 

記 

 

１．システム変更箇所 

（１）原産品判定依頼書一覧入力画面における生産者欄の制御変更（全協定共通） 

 
生産者欄の必須入力項目（◎の項目）を任意入力に変更する。ただし、同意通知の提出

や証明書への生産者情報の印字（メキシコ、ペルーのみ）を行う場合は、従来どおり生産

者の企業登録番号 9桁の入力を必須とする。 

※本仕様変更により、判定依頼時の生産者欄の入力が省略可能になりますが、必要に応じ

て、発給機関から生産者情報を確認させていただく場合もあります。 

 



（２）発給申請書入力画面における入力欄（項目）の変更（全協定共通） 

発給申請者欄に英文所在地の項目を追加し、輸出者欄を削除する。 

 

 

 

 

 

（以下、平成２８年６月６日追記） 

発給申請 TSV取込における TSVテーブルレイアウト（データ項目）は変更なし（仕様変

更前と同じ形式の TSVファイルが取り込み可能です）。

  

英文所在地の入力項目を追加 

輸出者欄を削除 



（３）記載事項変更による再発給時の記載内容変更（日ベトナム協定除く） 

これまで、再発給する証明書の Remarks欄には必ず「再発給する旨」を印字していたが、

今後、「記載事項変更」の再発給事由で再発給する証明書については、「再発給する旨」を

印字しないよう仕様変更する。 

なお、「亡失・滅失・汚損・破損」の再発給事由で再発給する証明書については、従来ど

おり「再発給された旨」を印字する。 

 

 

２．適用開始日（全協定共通） 

（１）、（２）は平成 28年 6月 7日 8:00AM以降の発給申請分から適用開始 

（３）は平成 28年 6月 7日 8:00AM以降の承認分から適用開始 

 

以上 


